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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所秘書広報課へお申し込みください。 ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所秘書広報課へお申し込みください。ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。

市
税
等
の
納
付
は

　

「
納
税
し
た
い
け
ど
、
仕
事
が
忙
し
く

て
…
」「
納
期
が
も
っ
と
先
だ
と
思
っ
て

い
た
ら
、
も
う
過
ぎ
て
い
た
！
」
そ
ん
な

あ
な
た
に
お
す
す
め
な
の
が
口
座
振
替
。

　

市
税
等
を
、
ご
自
分
で
指
定
す
る
預

金
口
座
か
ら
、
自
動
的
に
振
り
替
え
て

納
付
す
る
制
度
で
す
。
納
付
の
た
め
に

出
向
い
た
り
現
金
を
持
ち
歩
い
た
り
す

る
手
間
も
な
く
、
納
期
限
を
過
ぎ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

安
心
！
確
実
！
便
利
な
口
座
振
替
を
、

ぜ
ひ
と
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
で
き
る
科
目

・
個
人
市
県
民
税

・
固
定
資
産
税

・
軽
自
動
車
税

・
国
民
健
康
保
険
税

・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

・
水
道
使
用
料

・
下
水
道
使
用
料

・
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

・
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

・
市
営
住
宅
使
用
料

・
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

・
保
育
所
保
育
料

・
幼
稚
園
保
育
料

・
幼
稚
園
預
か
り
保
育
料

・
放
課
後
児
童
保
育
料

　浄化槽は、水洗トイレからの汚水、洗濯や風呂場などからの排水をきれいな水に浄化してか
ら河川などに放流するためのものです。
　浄化槽は、微生物の働きにより水をきれいにします。浄化槽が正常に機能するためには、適
切な維持管理が大切です。浄化槽法で定められている定期的な保守点検・清掃・法定検査を
お願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　◆問い合わせ先　上下水道課　下水道係　☎２４－５４１３

口
座
振
替
が
便
利
で
す

口
座
振
替
が
便
利
で
すお

手
続
き
は
金
融
機
関
で

　

本
宮
市
内
に
支
店
が
あ
る
金
融
機
関
に

口
座
を
お
持
ち
の
方
な
ら
、
ど
な
た
で
も

お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・

郵
便
局
は
全
国
で
利
用
で
き
ま
す
）

◆ 

申
込
用
紙
…
本
宮
市
内
の
金
融
機
関

か
、
市
役
所
税
務
課
・
白
沢
総
合
支

所
地
域
振
興
課
の
窓
口
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
声

か
け
く
だ
さ
い
。

◆ 

手
続
き
…
申
込
用
紙
（
口
座
振
替
依

頼
書
）
に
記
入
・
届
け
出
印
を
押
印

の
う
え
、
金
融
機
関
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
預
金
通
帳

と
届
け
出
印
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◆ 

開
始
時
期
…
申
し
込
み
さ
れ
た
月
の

翌
月
末
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

※ 

納
税
義
務
者
（
税
金
が
か
か
る
方
）

ご
と
に
登
録
さ
れ
ま
す
の
で
、
口
座

振
替
依
頼
書
の
「
納
税
義
務
者
」
欄

に
は
納
付
書
の
宛
先
の
方
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

毎
週
月
曜
日
は

窓
口
業
務
を
延
長
し
て
い
ま
す

　

毎
週
月
曜
日
は
、
窓
口
業
務
を
午
後
７

時
ま
で
延
長
し
て
い
ま
す
。
市
税
お
よ
び

各
種
使
用
料
の
納
付
や
相
談
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。（
相
談
の
場
合
は
事
前
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

収
納
係　

☎
24
―
５
３
４
７

税務署から個人事業者の平成26年分消費税確定申告に関するお知らせ
　平成26年4月1日から消費税(地方消費税含む)の税率は８％です。平成26年分(平成26年4月1日
を含む課税期間）の消費税および地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿等において、
課税取引を適用税率ごとに区分して集計する必要があります。
【注意してください】
１ 　課税取引に対する適用税率は、①平成26年3月31日以前は５％、②平成26年4月1日以後は８％で
すが、平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により５％が適用される場合があ
ります。

２　帳簿等では、非課税取引等についても区分する必要があります。
◎　消費税法の改正内容については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp)をご覧ください。

◆問い合わせ先　二本松税務署　☎２２-１１９２（自動音声でご案内します）

浄化槽を正しく使用しましょう！浄化槽を正しく使用しましょう！

保守点検

　浄化槽の点検、調整、補
修や消毒剤の補給を行いま
す。浄化槽保守点検業の登
録を受けた業者に依頼して
ください。

清掃

　浄化槽を清掃したり、た
まった汚泥を引き抜いたり
する作業です。浄化槽清掃
業の許可を受けた業者に依
頼してください。

法定検査

　浄化槽が正しく機能しているかを県が指定した検査機関
が検査し、結果をお知らせします。
　浄化槽の管理者（設置者）は、法定検査を受けることが
義務づけられています。なお、検査は有料です。
　法定検査には２種類あります。

① 設置後等の検査（浄化槽法第７条検査）
　 浄化槽の使用を開始して３ヶ月から８ヶ月の間に実施
する検査です。
② 定期検査（浄化槽法第１１条検査）
　 毎年１回実施する検査です。

検査機関
　公益財団法人　福島県浄化槽協会　
　浄化槽検査委員会　福島支所
　〒９６０－８０５５　福島市野田町1丁目１６－３５
　　☎０２４－５３１－１７６６

工業統計調査にご協力をお願いします
　工業統計調査は、工業の実態を明らかにすることを目的に、平成２６年
１２月３１日現在で、製造業の事業所数、従業員数、製造品出荷額や原材
料使用額などを調査するものです。
　製造業を営む事業所へ、１２月下旬に統計調査員が調査票への記入の
お願いに伺いますので、ご協力をお願いします。

　◆問い合わせ先
　　政策推進課　行政経営係　
　　☎２４－５３２２


